
医療提供体制の確保に関する基本方針

【医療法第３０条の３】
厚生労働大臣は基本方針を定める。

【法第３０条の４第１項】

都道府県は基本方針に即して、かつ地域
の実情に応じて医療計画を定める。

基本方針（大臣告示）

医療計画作成指針（局長通知）

医療計画の作成

○一般的留意事項

○内容、手順 等

疾病又は事業ごとの医療体制について
（課長通知）

【法第３０条の８】
厚生労働大臣は、技術的事項について必要な助言ができる。

疾病・事業別の医療体制

○求められる医療機能

○構築の手順 等

医 療 計 画

○基本的な考え方

○地域の現状

○疾病・事業ごとの医療体制

・がん ・脳卒中

・心筋梗塞等の心血管疾患

・糖尿病 ・精神疾患

・救急医療 ・災害時における医療

・新興感染症発生・まん延時における医療

・へき地の医療 ・周産期医療

・小児医療（小児救急含む）

・在宅医療

・その他特に必要と認める医療

○地域医療構想 ※

○地域医療構想を達成する施策

○病床機能の情報提供の推進

○外来医療に係る医療提供体制の確保（外来医療計画） ※

○医師の確保（医師確保計画） ※

○医療従事者（医師を除く）の確保

○医療の安全の確保

○二次医療圏・三次医療圏の設定

○医療提供施設の整備目標

○医師少数区域・医師多数区域の設定

○基準病床数

○その他医療提供体制の確保に必要な事項

○事業の評価・見直し 等

※地域医療構想については「地域医療構想策定ガイドライン」、外来医療計画については「外来医療
に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン」、医師確保計画については「医師確保計画策定
ガイドライン」を厚生労働省からそれぞれ示している。

医 療 計 画 の 策 定 に 係 る 国 の 指 針 等 に つ い て 令和５年６月２３日

大分県医療計画策定協議会資料抜粋

資料２－１
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二次医療圏

三次医療圏

【定義】

都道府県は、医療計画の中で、病院の病床及び診療所の病床の整備を図るべ
き地域単位として区分する医療圏を定めることとされている。（医療法第３０条の
４第２項第１４号）

【医療圏設定の考え方】
・地理的条件等の自然的条件
・当該圏域の面積
・地理的アクセス等の社会的条件 等

を考慮して、一体の区域として病院及び診療所における入院に係る医療を提供
する体制の確保を図ることが相当であると認められるものを単位として設定する
こと。 （医療法施行規則第３０条の２９第１項）

【定義】

特殊な医療を提供する病院の療養または一般病床で、当該医療の整備を図るべき地域単位としての区域を設定する。（医療法第３
０条の４第２項第１３号）

【医療圏設定の考え方】
都道府県の区域を単位として設定する。（医療法施行規則第３９条の２９第２項）

東部 別府市、杵築市、国東市、姫島村、日出町

中部 大分市、臼杵市、津久見市、由布市

南部 佐伯市

豊肥 竹田市、豊後大野市

西部 日田市、九重町、玖珠町

北部 中津市、豊後高田市、宇佐市

一次医療圏

【定義】
日常の健康相談や健康管理等の保健サービスの需要及び一般的な疾病の診断・治療の医療需要に対応するために設定する区域

【医療圏設定の考え方】
原則として市町村

【現行の二次医療圏】

医 療 圏 に つ い て



１ 計画期間
計画期間は、令和６年度から令和１１年度までの６年間とする。中間年に見直しを行う。

２ 介護保険事業（支援）計画との整合
医療計画、市町村介護保険事業計画及び県介護保険事業支援計画との整合性を確保するため、協議を

行ったうえで、在宅医療の目標値等に反映する。

３ 主要事業（５疾病・６事業及び在宅医療）
令和３年の医療法改正により新たな事業として新興感染症への対応に関する事項を追加
（旧）５事業：救急医療、災害時における医療、へき地の医療、周産期医療、小児医療
（新）６事業：救急医療、災害時における医療、新興感染症発生・まん延時における医療、へき地の医療、

周産期医療、小児医療

４ 医療圏
厚生労働省の見直し対象となった二次医療圏については、人口規模、面積、患者の流出入の実態などを

考慮したうえで検討したい。

大 分 県 医 療 計 画 の 改 定 に 係 る 基 本 的 考 え 方 に つ い て

※上記５疾病・６事業及び在宅医療以外の記載事項として、「医師確保に関する事項（＝医師確保計
画）」等がある

3



第１章 大分県医療計画の趣旨

第２章 大分県医療の現状

第１節 人口及び医療施設等の状況

第２節 県民の受療の状況

第３章 医療圏と基準病床数

第１節 医療圏の設定

第２節 基準病床数

第４章 地域医療構想

第５章 安心で質の高い医療サービスの提供

第１節 患者本位の医療サービスの提供

第２節 医療機関の医療機能の分化と連携

第３節 がん医療

第４節 脳卒中医療

第５節 心筋梗塞等の心血管疾患医療

第６節 糖尿病医療

第７節 精神疾患医療

第１款 精神疾患

第２款 認知症

第８節 小児医療

第９節 周産期医療

第10節 救急医療

第11節 災害医療

第12節 へき地医療

第13節 在宅医療

第14節 その他医療提供体制の確保

１ 障がい保健対策

２ 結核・感染症対策

３ 臓器等移植対策

４ 難病・原爆被爆者対策

５ アレルギー疾患対策

現 行

「 大 分 県 医 療 計 画 」 の 基 本 フ レ ー ム （ 案 ）

第１章 大分県医療計画の趣旨

第２章 大分県医療の現状

第１節 人口及び医療施設等の状況

第２節 県民の受療の状況

第３章 医療圏と基準病床数

第１節 医療圏の設定

第２節 基準病床数

第４章 地域医療構想

第５章 安心で質の高い医療サービスの提供

第１節 患者本位の医療サービスの提供

第２節 医療機関の医療機能の分化と連携

第３節 がん医療

第４節 脳卒中医療

第５節 心筋梗塞等の心血管疾患医療

第６節 糖尿病医療

第７節 精神疾患医療

第１款 精神疾患

第２款 認知症

第８節 小児医療

第９節 周産期医療

第10節 救急医療

第11節 災害医療

第12節 新興感染症発生・まん延時における医療

第13節 へき地医療

第14節 在宅医療

第15節 その他医療提供体制の確保

１ 障がい保健対策

２ 結核・感染症対策

３ 移植医療対策（臓器移植、造血幹細胞移植）

４ 難病・原爆被爆者対策

５ アレルギー疾患対策

改定案
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６ 今後高齢化に伴い増加する疾患等対策

７ 歯科保健医療対策

８ リハビリテーション対策

９ 血液の確保・適正使用対策

第15節 公的病院等の役割

第16節 歯科医療機関の役割

第17節 薬局の役割

第６章 地域医療を支える人材の確保と資質の向上

第１節 医師

第２節 歯科医師

第３節 薬剤師

第４節 看護職員（保健師・助産師・看護師・

准看護師）

第５節 歯科衛生士・歯科技工士

第６節 管理栄養士・栄養士

第７節 臨床検査技師・衛生検査技師・診療放

射線技師・診療エックス線技師

第８節 理学療法士・作業療法士

第９節 その他の医療従事者

第10節 介護サービス従事者

第７章 医療の安全の確保

第８章 健康危機管理体制の構築

第１節 健康危機管理体制

第２節 医薬品等の安全対策

第３節 食品の安全衛生対策

第４節 生活衛生対策

※（慢性閉塞性肺疾患（COPD）対策、慢性腎臓病（CKD）対策）

※厚生労働省作成指針で新たに追加された項目

６ 今後高齢化に伴い増加する疾患等対策

７ 歯科保健医療対策

８ リハビリテーション対策

９ 血液の確保・適正使用対策

第16節 公的病院等の役割

第17節 歯科医療機関の役割

第18節 薬局の役割

第６章 外来医療に係る医療提供体制の確保（外来医療計画）

第７章 医師の確保（医師確保計画）

第８章 医療従事者（医師を除く）の確保

第１節 歯科医師

第２節 薬剤師

第３節 看護職員（保健師・助産師・看護師・

准看護師）

第４節 歯科衛生士・歯科技工士

第５節 管理栄養士・栄養士

第６節 臨床検査技師・衛生検査技師・診療放

射線技師・診療エックス線技師

第７節 理学療法士・作業療法士

第８節 その他の医療従事者

第９節 介護サービス従事者

第９章 医療の安全の確保

第10章 健康危機管理体制の構築

第１節 健康危機管理体制

第２節 医薬品等の安全対策

第３節 食品の安全衛生対策

第４節 生活衛生対策

現 行 改定案

「 大 分 県 医 療 計 画 」 の 基 本 フ レ ー ム （ 案 ）
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第９章 保健・医療・福祉（介護）の総合的な取組の推進

第１節 保健・医療・福祉（介護）の連携

第２節 健康づくり運動の推進

第３節 高齢者保健福祉対策

第４節 保健福祉施設の機能強化

第10章 医療における情報化の推進

第11章 計画の推進

第１節 計画の周知と情報公開

第２節 計画の推進、評価と公表

第３節 数値目標の進行管理

（再掲）５疾病５事業及び在宅医療の数値目標

（別紙）５疾病及び在宅医療に対応可能な医療機関

（医療機関一覧表は県のホームページに掲載し、計画には

そのURL等を表示する）

（資料）５疾病５事業及び在宅医療の現状把握のための指標

協議会設置要綱及び各委員名簿

第11章 保健・医療・福祉（介護）の総合的な取組の推進

第１節 保健・医療・福祉（介護）の連携

第２節 健康づくり運動の推進

第３節 高齢者保健福祉対策

第４節 保健福祉施設の機能強化

第12章 医療における情報化の推進

第13章 計画の推進

第１節 計画の周知と情報公開

第２節 計画の推進、評価と公表

第３節 数値目標の進行管理

（再掲）５疾病６事業及び在宅医療の数値目標

（別紙）５疾病及び在宅医療に対応可能な医療機関

（医療機関一覧表は県のホームページに掲載し、計画には

そのURL等を表示する）

（資料）５疾病６事業及び在宅医療の現状把握のための指標

協議会設置要綱及び各委員名簿

現 行 改定案

「 大 分 県 医 療 計 画 」 の 基 本 フ レ ー ム （ 案 ）
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医療審議会

大分県

大分県医療計画策定協議会

がん対策推進協議会

脳卒中医療連携協議会

・がん

・脳卒中

心血管疾患医療連携協議会

糖尿病医療連携協議会

・心筋梗塞等の心血管疾患

・糖尿病

・精神疾患

精神疾患医療連携協議会

（認知症）

認知症施策推進会議

小児医療対策協議会

周産期医療協議会

・小児

・周産期

救急医療対策協議会

災害医療対策協議会

・救急

・災害

・へき地

へき地医療対策協議会

・新興感染症

在宅医療連携協議会

地域医療対策協議会

・医師確保

④諮問 ⑤答申

①素案作成
②意見聴取

③パブリックコメント

（認知症以外）

県民

・関係団体（医師会、歯科医師会、薬剤師会）
・各市町村
・保険者協議会

【５疾病】 【６事業・在宅医療】

・在宅医療

感染症対策連携協議会（※新設）

地域医療構想調整会議

・外来医療に係る医療提供体制の確保

医 療 計 画 の 策 定 体 制
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R5.6.23 大分県福祉保健部医療政策課

第 ８ 次 大 分 県 医 療 計 画 策 定 ス ケ ジ ュ ー ル （ 案 ）

２月 ３月

医療審議会

県議会

関係団体

市町村

厚労省

医療計画
策定協議会

・5疾病6事業
・在宅医療
・医師確保
・外来医療
    各協議会

市町村との
協議の場

２月

４年度 ５年度

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月９月 １０月 １１月 １２月 １月

医
療
審
議
会
（
諮
問
･
答
申
）

計
画
公
示

議
会
報
告
（
常
任
委
員
会
）

議
会
報
告
（
常
任
委
員
会
）

基
本
方
針
･
作
成
指
針
等
通
知

医
師
会
、

歯
科
医
師
会
、

薬
剤
師
会
、

市
町
村
へ
の

意
見
照
会

第
１
回
策
定
協
議
会

・
作
成
指
針

・
基
本
フ
レ
ー
ム
協
議

第
２
回
策
定
協
議
会

・
二
次
医
療
圏
の
設
定

第
３
回
策
定
協
議
会

・
素
案
協
議

・
基
準
病
床
数
の
算
定

第
４
回
策
定
協
議
会

・
原
案
承
認

第
５
回
策
定
協
議
会

・
計
画
案
承
認

各
協
議
会
の
開
催

・
施
策
策
定

 

・
数
値
目
標

 

・
課
題
抽
出

 

・
現
状
把
握

医療機関一覧に関する

アンケート調査

「
協
議
の
場
」

・
医
療
計
画
と
介
護

保
険
事
業
計
画
の
整

合
性
に
関
す
る
協
議

市
町
村
説
明
会

（
介
護
計
画
部
門
と

の
共
同
開
催
）

パ
ブ
リ
ッ
ク

コ
メ
ン
ト

募
集

計画案の修正

議
会
報
告
（
常
任
委
員
会
）

医
療
審
議
会
へ
経
過
報
告

議
会
報
告
（
常
任
委
員
会
）

医
療
審
議
会
へ
報
告(

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル)

５疾病：がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、精神疾患

６事業：小児、周産期、救急、災害、へき地、新興感染症

素
案
の
策
定

医
療
審
議
会
へ
の

意
見
照
会

担
当
者
会
議

4/27

（
素
案
等
提
出
締
切

）10/20

4/25 6/2

6/23
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